
お客様への大切なお知らせ 

令 和 3 年 4 月 

松 本 信 用 金 庫 

 

 

「タブレット端末」によるお預り手続きの開始について 

 

 

平素より松本信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 松本信用金庫では、令和3年5月より、お客さまから現金・通帳等をお預り、お届けする際「タ

ブレット端末」を通じて、お客さまに内容をご確認いただき、「電子サイン」を頂戴する方式に順次

変更していくこととなりましたので、お知らせいたします。 

 本システムの導入により、ペーパーレス化を図るとともに、より厳格なお預り物等の授受管理を

行いますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

【現在の方法】 

当金庫職員がお客さまから現金・通帳等をお預りする場合、紙による「HT 受取証」にご依頼

内容を印字し、複写作成された用紙を「受取証」としていました。 

 

【変更内容】 

1. 今回導入するシステムでは、お客さまから現金・通帳等をお預りする場合には、「タブレッ

ト端末」にご依頼事項を当金庫職員が登録し、お客さまに内容をご確認いただき、「タブレ

ット端末」の画面上に電子サインをいただきます。 

 

2. お客さまに預り物件をお返しする場合には、「タブレット端末」でお受取りの内容をご確認

いただき、「タブレット端末」の画面上に電子サインをいただきます。 

 

3. 入力・記録されたお預り情報、電子サインは自動的に本部のシステムに保管され、お預り・

処理・保管・お返しまでのプロセスを全てシステム上で管理いたします。 

 

≪ご入金とお通帳をお預りした場合の登録例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


